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はしがき

発展途上国では､環境政策を進めない限り長期的には国民の厚生水準が低下することが

先進国の経験から明白であっても､短期的には環境政策を進めることが経済成長率を低下

させる公算が高い｡また､先進国に比べて甘い環境基準を保つことは途上国の生産コス ト

を引き下げ輸出主導型の経済成長に有利 となるが､先進国との間にコス トの格差を原因と

する経済摩擦を引き起こす可能性を持っ｡ さらに､先進国における高い環境基準が､環境

汚染を引き起こす可能性のある製品の生産を､環境基準の相対的に甘い発展途上国へとシ

フ トさせ､この結果として､途上国での環境汚染の進行が加速 している｡

環境問題が地球規模に達するに至って､この状況は､発展途上国の内外的政策の選択に

関するジレンマにあるというにとどまらず､先進国にとっても途上国の環境政策は重大な

関心事となった｡ しかし､先進国自身がその発展途上段階でこのようなジレンマをほとん

ど経験することなくテイクオフ (成長-の離陸)を達成 してきたため､先進国側がこのジ

レンマ打開のための経験を十分に有するとはいえず､このことが､先進国にとって､途上

国が経済成長 と環境対策を両立させるための経済協力のあり方を考えるにあたって大きな

障害となっている｡

1978年の改革 ･開放政策以後､中国の経済は目覚しい経済成長を達成した｡郷鎮企業 (磨

村企業)はこの中国の経済成長に大きく関わってきた｡ しかし､これと同時に､郷鎮企業

(とりわけ郷鎮工業)による急速な環境の汚染が大きな社会経済問題 となったことは周知

のとおりである｡

本研究は､国家環境保護総局および中国の研究者と共同し､環境汚染の内陸部への拡散

状況を､郷鎮工業を対象 とする現地調査によって明らかにすることを試みるもので､平成

8-10年度文部省科学研究補助金 (国際学術研究)を受けて進められた｡調査結果に基づ

き､環境汚染の内陸部-の拡散を有効に阻止できる国内経済政策のあり方､および､地域

格差の大きい中国の環境問題の解決に向けて我が国のとるべき有効かつ効率的な協力 ｡援

助のあり方を明らかにすることが本研究の主たる目的をなす｡

平成 8年には､第 1回中国側訪 日調査 (H8.7.21･7.28)､および､第 1回 日本側訪中調査

仕Ⅰ8.ll.24-12.4)を実施 した.郷鎮工業の環境問題に関する研究論文を双方の研究者が報告

を行 うことで､郷鎮工業の環境問題に関し､ 日中の研究者間に､共同で調査 ･研究を進め

るための基本的な合意が形成されることが目指された｡さらに､中国における郷鎮工業に

対する環境政策､およびその実施状況については､国家環境保護局 (当時)における聞き

取 り調査､天津市および河北省で現地調査を実施した｡現地調査および論文の交換を通 し､

郷鎮工業の設立 ･発展の経緯の中に､すでに環境問題が生じるメカニズムが存在 している

ことを明らかにした｡また新たに 1996年 8月に公表された中国国務院の 『環境保護に関

する若干の問題に対する決定』により中国における環境政策の基本方針が示され､郷鎮企

業の環境対策としては､規模が小さく環境対策の改善が進む見通しの低い 18類 15小の郷

鎮工業の操業停止を含む政府主導型の政策が進められていることなどの知見が得られた｡

郷鎮企業の業態が予想以上に複雑であり､郷鎮企業における環境の現状 と対策に関して

統計的に有意な分析結果を導出することが極めて困難であることが判明した｡これを踏ま

え､1997年度に実施予定のアンケ- ト調査に向けて､調査項目の選定､調査単位の選択な

どの再検討を開始 した｡

平成 9年度には､郷鎮工業を対象にしたアンケー ト調査の実施に当たり､まず､山東省

新泰市で予備調査を実施 した｡予備調査の集計結果を参考とし､雲南省西双版納州､昆明

市､江蘇省張家港市において､郷鎮工業アンケ-ト調査を主目的とする第2回訪中調査 (本

調査 H9.9.14･9.26)を実施 した｡同時に､天津市環境保護局､青島市環境保護局､および､



威海市環境保護局の協力を受け､これらの市においてもアンケート調査を実施した｡

平成 10年度は､予定研究年度の最終年に当たることから､各研究者がそれぞれの研究

を取りまとめる作業を進めた｡研究組織全体としては､訪 日調査および訪中調査を実施し､

3年間の研究成果の発表およびその検討を行った｡

第2回訪 日調査 (Hl1.1.24-1.29)では､名古屋大学において研究成果検討会 (チ-マ :

『中国における市場経済化の進展と環境問題』)を開催 し､郷鎮工業の環境問題の現状 と

環境対策の効果に関する分析結果を公表 した｡併せて､中国国家環境保護総局政策法規司

長彰近新氏による特別講演を実施 した｡さらに､中小企業の廃水処理施設､および関西地

区の環境関連機関の視察を行った｡第3回訪中調査 (班ll.2.23-2.28)では､国家環境保護

総局が主催する検討会において本研究の総括を行い､政策的提言および継続して行われる

べき将来の研究課題について国家環境保護総局関係者および中国側研究者との協議を実施

した｡

本研究は､ 1)郷鎮工業の環境に関する実態調査とその分析および 2)環境政策と郷鎮

工業の環境対策に関する二つの研究分野から構成されており､それぞれの研究の概略は以

下の通りとなっている｡

実態調査とその分析の一環として､二つの実態調査が実施された｡第一は､前述の荒山

および竹歳が中心となり実施した郷鎮工業を対象とするアンケー ト調査である｡ 予備調査

を含めると優に300社を越える企業からの回答をもとに､主として線形対数分析の統計

手法を用い､郷鎮工業における環境問題の現状､環境対策､環境対策を進めるに当たって

の問題点などを明らかにする試みがなされた｡第二は､静の､国家環境保護局 ･農業部 ･

財政部 ｡国家統計局が共同実施(1996年)した 『全国郷鎮工業汚染源調査資料』に基づく､

郷鎮工業の環境汚染の現状､その産業別の構造､地域分布などについての分析である｡

環境政策と郷鎮工業の環境対策の研究としては､雀が中心となり天津市環境保護局のス

タッフによる天津市の郷鎮企業における環境政策と企業の対応に関する研究がまとめられ

た｡李啓家は､中国における環境立法の現状と展開の方向性についての環境法の観点から

分析を進め､また､李近 順は､持続可能な経済発展の観点から 21世紀に向けての中国の

環境政策についての総括を行った｡吉野は､日本の政府開発援助における対中国の環境o

DAの現状､問題点､今後の方針についての整理を進めた｡

これらの研究成果は､この報告書に学術論文の形でまとめるとともに､より読みやすい

形に整理し可能な限り早い時期に公刊すべく､荒山と辞が中心となり現在準備作業を進め

ている｡

最後となったが､本研究の実施に際して多くの組織 ･機関から協力を賜った｡言うまで

もなく､これらの協力なしにはこの研究を一歩たりとも進めることは不可能であった｡本

報告書にお名前をあげることで感謝の気持ちを表したい｡

研究チームを代表 して

名古屋大学経済学部 荒山裕行
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黒龍江省略布寅市迅速破璃鋼廠

他アンケ- トにご協力いただいた 300社にのぼ る匿名郷鎮企業

(順不同)
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第2章 次世紀に向けた中国の環境対策

河北大学日本研究所 李 妊順

1社会発展と環境

社会発展と環境との関係は､多くの面､たとえば政治､経済､法律､倫理道徳､科学､

技術､教育､文化及び軍事などにあらわれる｡しかし､人類は､社会の主体として､まず

人口と環境の関係について関心を持っている｡人は生産者として､生産要素の一つとして､

社会に財 とサービスを創出しており､同時に消費者として､天然資涯を消費し､自然環境

を変える二重の特性を持っている｡

生態学的観点からは､地球上の植物の生産量から食料は最大限 80億人に供給可能であ

る｡各種の研究の共同認識としては､世界人口を 100億以内にするのが理想的とされてい

る｡ 1987年 7月 11日の時点で､世界人口は 50億となっており､限界に近づいている｡

しかも､人口は加速度的に増加している｡ 人口が倍増するのに要する時間は､旧石器時代

には 3万年かかっていたものが､紀元 0年には千年に､19世紀半ばには 150年まで､短

くなってきた｡国連環境計画などの予測によれば､今後 60年の間に､地球人口は 100億

に達するので､人口増加を抑制しなければ､環境に大きな負担となるだろう｡

2 経済発展と環境

人類の発展には社会経済両面が含まれる｡ 経済発展は人類と社会発展の基礎であり､環

境との間には対立と同時に統一的な関係が存在するため､相互に協調する必要があると考

えられる｡

1)環境が経済発展の基礎

天然資源は環境であり､環境は天然資源である｡天然資裸は環境の一部として､人類の

生産､生活を支えている｡ 天然資涯の豊かさや自然環境の良さが､人類の生存と経済発展

に大きな影響を持っており､過度の開発や浪費は経済成長を制約 している｡このため､天

然資涯の合理的な開発､適切な保護や効率的な使用が長期的には重要であり､経済発展が

持続できる要因である｡

2)環境は人類経済活動の重要条件

すべての経済活動は一定の場所で行い､環境と離れ得ない｡ しかし､生産活動によって

廃棄物が発生し､環境に排出され､環境を汚染し､破壊するC これによって､環境の質が

低下し､労働者の健康を害するとともに､天然資源も減少している｡生産要素としての労

働力や資源の損害が経済にマイナスの影響を与え､経済成長が制約される｡

3)経済発展と環境保護の目的は統一的

経済発展の最終目的は､人々に生産活動 ｡生活環境に対する要求も含む､物質 ･文化へ

の要求を漕足させることである｡従って､環境保護 ･改善により良い環境が維持できるこ
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とは､同じ効果を果たしている｡

人類 と自然との関係を協調させることは､人類社会の発展に関わる中心課題であり､正

確に認識 ･解決 しなければならない｡21世紀を目前にひかえてようやく､｢平和､発展､

環境保護は相互に依存 し､分離不能であること｣がようやく人類に認識された｡

3 科学 ･技術の発展と環境

科学 ･技術の発展は､人類社会に正と負の力を与えた｡人類が自然資源を開発 し､経済

発展を促進する一方で､環境が破壊され､人類自身の生存環境が厳 しくなっている｡

4 中国環境保護事業の発展

1970年代以前､中国では､水質 ･土壌保持､森林保護､労働保護と環境衛生などにかん

しては政策措置しか講 じられず､明確な環境保護政策目標は存在しなかった｡ 72年のス ト

ックホルム国連人間環境会議が契機 となり､中国では環境保護事業が発足した｡

73年､第一次全国環境保護会議が北京で開かれ､環境保護方針と｢環境保護 ･改善に関

する規定｣が定まった｡79年､中国初の環境法｢中華人民共和国環境保護法(試行)｣が発布

された｡改革 ･開放以降､工業汚染の防止を重点に､工業技術の更新改造が主な措置で､

環境保護事業は新たな段階に移った｡83年､国務院は第二次全国環境保護会議を開き､環

境保護を我が国の基本国策として確立し､｢三同時｣など三つの基本環境政策を設定し､経

済発展と環境保護の協調に理論的な根拠を提供した｡

それからの 5年間に､中国では大気汚染防止法､水質汚濁防止法が制定され､生態環境

の保護や自然資源の合理的な開発などの項目も含まれていた｡89年の第三次全国環境保護

会議はシンボルとなり､中国の環境保護事業が全面的に発展する時期に入った｡この間に､

環境管理の強化を中心に､五つの環境管理制度が実施され､限りのある資金で環境問題を

最大限に解決できるような有効方法を提供した｡

それ以外には､環境保護機関の設立､環境技術の開発と普及､環境保護産業の育成､教

育などが強化された｡同時に､国際機関や諸外国との交流や協力が増加 し､国際条約を履

行 し､国際環境事務に役立っようにしている｡92年の国連環境開発会議以後､政府は｢十

の環境 ･発展政策｣を制定し､経済成長に持続可能な発展方針を定めた｡94年､政府は｢中

国 21世紀人口･環境 と発展白書｣の発行を許可し､国情に合致した経済発展戦略と環境保

護戦略と実施案を提示した｡

5 21世紀に向けた中国の環境保護戟略措置

1996年 3月､第八回全国人民代表大会第 4次会議で､｢中国国民経済と社会発展 "95"

計画と2010年 目標綱要｣が制定され､今後 15年間中国の環境保護の要求が明確にされた｡

それによれば､2000年までに､環境汚染や生態系の破壊を押さえ､一部の都市や地区にお

ける環境の質を改善する｡2010年までに､全地域の都市､農村ともに環境状況を改善する｡
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1996年 7月､国務院による第四次全国環境保護会議が開かれ､｢国務院の環境保護に関

する問題の決定｣及び "95"期における環境保護事業が検討され､｢汚染物質排出総量規制

計画｣と｢21世紀に向けた中国グリーンプロジェク ト｣二つの措置が講じられた｡

｢汚染物質排出総量規制計画｣は､"95"環境保護の目標に従って制定されたものである｡

従来､中国では汚染物の濃度を排出基準に従って､コントロール していた｡ しかし､経済

成長と共に､汚染物質の排出総量は増加 し､全地域の汚染状態が悪くなることは､改善で

きないと考えられる｡総量規制とい うのは､排出濃度基準と排出総量基準を結びつけ汚染

物質の排出を抑制 し､環境状況の悪化を止め､環境保護措置を有効にするものである｡ 従

って､新 しいプロジェク トが実施されるとき､省エネ､少廃棄物のグリーン生産技術が採

用され､効率の高い生産手段によって経済成長を促進する｡

｢21世紀に向けた中国グリーンプロジェクト｣では､国家環境保護局がこれまでの成功経

験を検討 し､"95"計画を編成する時に､一部の重点地域や重点流域で､国際環境条約を

基準として､資金や物資を集中させ､いくつかの重大環境問題を解決 しようしている｡

6中国の国情に合った環境政策

1)戦略方針では､環境保護を我が国の基本国策にしてお り､経済発展の重要な位置につ

けた｡経済､地域､環境発展を ｢同時企画､同時実施､同時発展｣させ､｢経済効益､

社会効益､環境効益｣ を統一させ､経済と環境の協調発展を促進する｡

2)政策では､予防を主にすること､汚染源を改善すること､環境管理を強化することな

ど､が三つの柱 となっている｡従って､建設項目の環境評価､｢三同時｣､排汚費､環

境保護責任制､都市環境総合整治定量考察､排汚許可証､環境汚染の限定期間内解決

と汚染集中コン トロールなどの制定と措置が講じられ､行政管理と市場手段､国家監

督と社会教育､法律指令と技術指導などの結びっき､環境法律､法規体系を形成 ･改

善した｡

3)管理体制では､国家､地域､部門の環境保護責任を明確にし､国家レベルから､省､

市､県まで各レベルの環境管理機関を設置し､工業､農業､交通などの部門での管理

組織と合わせて､統一的な環境保護管理システムを形成した｡

4)科学技術では､汚染度の低い生産技術の普及や､研究結果の実用化などによって生産

段階の汚染の減少を達成する｡ しかも､重点プロジェク ト､サンプルプラントの設立

や環境保護産業の育成を通じて､環境汚染に対応できる設備や技術能力を増加する｡

5)教育では､社会の各方面の協力を得て､様々な形で全民族の環境保護意識を高める｡

6)国際関係では､各国や国際組織 との交流や協力を促進する一方で､発展途上国の環境

と発展権利を維護する｡

同時に､建設項 目の環境評価､｢三同時｣､排汚費､環境保護責任制､都市環境総合整治

定量考察､排汚許可証､環境汚染の限定期間内解決と汚染集中コン トロールなど､以下の

八つの制度や措置よりなる環境管理体制によって､主な環境問題が解決できる｡
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1) "三同時"制度

2)建設項目の環境評価

3)排汚費徴収制度

弔 環境保護目標責任制

5)都市環境練合整指定量考察制度

6) 汚染集中コントロール制度

7)排汚許可証制度

8)環境汚染の限定期間内解決制度

(釈 :安構､西山教士)
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